
令和3年度 長生郡市広域市町村圏組合

※四捨五入による端数調整により、金額に齟齬がある場合等があります。 (単位：百万円)

47,006 23,395

2,576

19,815

貸借対照表は、年度末時点での保有財産と、その資産をどのような財源で賄ってきたかを表します。

事業用資産
(土地・建物等)

貸借対照表（ＢＳ）

現金預金 3,601

1,049

貸借対照表に見る特徴等

財務書類4表まとめと各指標による総合的な分析（連結会計ベース）

4,694

44棚卸資産等

24,308

資産合計 51,700 負債及び純資産合計

資産の部 負債の部

1,058

90.9% 90.1%

固
定
負
債

流
動
負
債

インフラ資産
(上水道施設等)

13,972

9,423

25,971

1,825

未収金 純資産の部
（現在までの世代が負担した金額）

●資産とは、インフラ資産や施設等の有形固定資産や、出資金等の投資的資産、そして現金や未
収金等の流動資産など、行政サービスを提供するために保有するものや将来的にサービス提供の
ために用いることのできるものをいいます。
　負債とは、地方債の未償還元金など、将来負担しなければならないものをいいます。資産を形
成する財源としてみた場合、負債は「将来世代が負担する部分」と考えることができます。
　純資産とは、資産と負債の差額であり、公共資産整備のために投入された国県補助金や税収等
が計上されます。負債が「将来世代が負担する部分」であるのに対し、純資産は「現在までの世
代が負担した部分」とみることができます。

●資産合計は前年度比170百万円の増で、主な増額要因は一般会計等の事業用資産の増、病院事
業会計の流動資産の増などによるものです。

●負債合計は前年度比231百万円の減で、主な減額要因は一般会計等の地方債の減、企業会計の
未払金の減などによるものです。

1,385

1,191

※本資料は「連結財務書類」を基に作成しています。「連結」とは、長生広域の一般会計等（一般会計、特
別会計）に企業会計（水道事業会計、病院事業会計）を加えた長生広域管轄のすべての会計と、千葉県市町
村総合事務組合の一部（各団体により負担金割合で按分したもの）により構成されたものを表します。
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令和3年度 長生郡市広域市町村圏組合

※四捨五入による端数調整により、合計金額に齟齬がある場合等があります。 (単位：百万円)

93

徴収不能引当金繰入額＋その他

補助金等

経常収益 ②

472

科　　目

維持補修費＋その他

7,925

資産除売却損

517 114

資産除売却益 0 0

4,362

13,148

　行政コスト計算書は、人的サービスや給付サービスなど、資産形成に繋がらないコストに着目
し、行政サービス提供のために地方公共団体がどのように活動したかを表します。

業務費用

5,269

4,751

行政コスト計算書（ＰＬ）

29

6,591

その他

本年度

389

190

281

497

35

705

740

598

207

2,158

社会保障給付＋その他

その他の業務費用

物件費等

人件費

職員給料＋賞与等引当金繰入額

退職手当引当金繰入額＋その他

物件費

減価償却費

13,888

その他

臨時利益 ⑤

純行政コスト ＝ ③ ＋ ④ － ⑤

支払利息

※本資料は「連結財務書類」を基に作成しています。「連結」とは、長生広域の一般会計等（一般会計、特
別会計）に企業会計（水道事業会計、病院事業会計）を加えた長生広域管轄のすべての会計と、千葉県市町
村総合事務組合の一部（各団体により負担金割合で按分したもの）により構成されたものを表します。

122

517

経常費用 ①

204

6,986

6,902

△ 141

391

△ 187

46

移転費用

6,698

●1年間の行政活動のうち、消防活動やごみの収集といった、資産形成に結びつかない行政サー
ビスに係る経費とその行政サービスの対価として得られた財源を対比させたものです。
　これにより、資産形成に結びつかない1年間の行政サービスを提供するにあたって、人件費や
物件費といったどのような性質の経費が用いられたか、またこれらの行政サービス提供の対価と
しての使用料や手数料といった受益者負担がどの程度あったか、あるいは経常費用と経常収益が
どの程度あったかなどをみることができます。

●純行政コストの主な増額要因は、一般会計等及び企業会計の物件費等の増、一般会計等の補助
金等の増などによるものです。

行政コスト計算書に見る特徴等

使用料及び手数料

純経常行政コスト　③ ＝ ① － ②

臨時損失 ④

2

6,243

前年度(参考)

13,097

4,322

370

7,807

5,171

2,132

505

12,956

4,692

6,708

6,581

127

6,248

109

32

75

114

災害復旧事業費 0

その他
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※四捨五入による端数調整により、合計金額に齟齬がある場合等があります。 (単位：百万円)

　純資産変動計算書は、当該会計期間中の純資産がどのような要因や財源によって増減
したかを明らかにするものです。期末純資産残高はＢＳの純資産合計と一致します。

純資産変動計算書（ＮＷ）

前年度（参考）

24,677

△ 6,243

401

無償所管換等 ⑤

比例連結割合変更に伴う差額 ⑥

その他 ⑦

※本資料は「連結財務書類」を基に作成しています。「連結」とは、長生広域の一般会計等（一般会計、特
別会計）に企業会計（水道事業会計、病院事業会計）を加えた長生広域管轄のすべての会計と、千葉県市町
村総合事務組合の一部（各団体により負担金割合で按分したもの）により構成されたものを表します。

58

25,729

純資産変動計算書に見る特徴等

●貸借対照表の純資産の部に計上されてい
る数値が、1年間でどのように変動したかを
表した計算書です。
　純資産の部は「現在までの世代が負担し
た部分」ですので、1年間で今までの世代の
負担がどのように増減したのかが分かりま
す。

●期末純資産残高の主な増額要因は、一般
会計等で事業内容による国県等補助金の
増、無償譲渡皆減により無償所管換等の増
などによるものです。

△ 6,591

316

本年度末純資産残高 ① ＋ ⑧

税収等（市町村負担金等）

国県等補助金 1,329

純行政コスト（△）②

財源 ③

科　目

前年度末純資産残高 ① 25,327

　本年度差額 ④ ＝ ② ＋ ③

本年度純資産変動額 ⑧ ＝ ④ ＋ ⑤ ＋ ⑥ ＋ ⑦

6,907

27

本年度

5,579

0

5,613

6,822

1,209

49

△ 3

26

651

25,327

579

財源（収入）

市町村負担金等 80.8％

国県等補助金 19.2％



令和3年度 長生郡市広域市町村圏組合

※四捨五入による端数調整により、合計金額に齟齬がある場合等があります。 (単位：百万円)

※本資料は「連結財務書類」を基に作成しています。「連結」とは、長生広域の一般会計等（一般会計、特
別会計）に企業会計（水道事業会計、病院事業会計）を加えた長生広域管轄のすべての会計と、千葉県市町
村総合事務組合の一部（各団体により負担金割合で按分したもの）により構成されたものを表します。

　資金収支計算書は、当該年度の現金の流れを示すのものです。現行の決算書の収支を性質に応
じて区分して表示することで、組合がどのような活動に資金を使用したかを表します。期末資金
残高はＢＳの資産の部の「資金」と一致します。

●歳計現金の出入りの情報を、「業務活動収支の部」、「投資活動収支の部」及び「財務活動収
支の部」という3つの区分（活動）に分けて表示したものです。これにより、組合のどのような
活動に資金が必要とされ、それをどのように賄ったのかが分かるとともに、歳計現金をどのよう
な性質の活動で獲得し、または使用しているのかを読み取ることができます。

●業務活動収支の主な減額要因は、一般会計等及び病院事業会計における人件費支出の増、企業
会計及び千葉県市町村総合事務組合で物件費等支出の増などによるものです。

●投資活動収支の主な増額要因は、水道事業会計における国県等補助金収入の増、一般会計等で
基金積立金支出の減などによるものです。

●財務活動収支の主な減額要因は、事業内容により地方債発行収入の減によるものです。

資金収支計算書に見る特徴等

3,322

0

3,398

195

3,593

522

△ 1,718

1,330

1,028

△ 302

投資活動収支 ⑧ ＝ ⑦ － ⑥

財務活動支出 ⑨

投資活動支出 ⑥

投資活動収入 ⑦

資金収支計算書（ＣＦ）

76

2

20

10,873

4,391

6,275

207

273

13,224

5,625

949

6,651

3,601

財務活動収入 ⑩

財務活動収支 ⑪ ＝ ⑩ － ⑨

本年度資金収支額 ⑫ ＝ ⑤ ＋ ⑧ ＋ ⑪

前年度末資金残高 ⑬

比例連結割合変更に伴う差額 ⑭

本年度末資金残高 ⑮ ＝ ⑫ ＋ ⑬ ＋ ⑭

本年度末歳計外現金残高 ⑯

本年度末現金預金残高 ⑮ ＋ ⑯

△ 1,416

1,340

890

△ 450

11

3,398

0

3,409

192

641

本年度

臨時収入 ④

災害復旧事業費支出 0

8

11,556

4,508

6,541

190

317

11,239

人件費支出

物件費等支出＋その他の支出

業務支出 ①

業務費用支出

支払利息支出

業務収入 ②

税収等収入(市町村負担金等)

国県等補助金収入＋その他の収入

使用料及び手数料収入

移転費用支出

臨時支出 ③

業務活動収支 ⑤ ＝ ② ＋ ④ － ① － ③

科　目

13,425

5,996

1,044

6,385

0

1,877

2,057

2

2,096

2,240

前年度（参考）

11,146



財務書類から得られる各種指標の分析（連結会計ベースで作成していますが、一部例外があります。） 令和3年度 長生郡市広域市町村圏組合

（１）資産形成度・・・将来世代に残る資産はどのくらいあるのか

算定式

生活インフラ・
国土保全 54.9％ 生活インフラ・

国土保全 54.9％

教　　育 0.0％ 教　　育 0.0％

環境衛生 38.1％ 環境衛生 37.6％

消　　防 5.7％ 消　　防 6.1％

総　　務 1.3％ 総　　務 1.4％

合　　計 100.0％ 合　　計 100.0％

算定式

算定式

本年度

　行政サービスの原資といえるインフラ資産や事業用資産の「有形固定資産」、弾力性のあるサービス提供の根幹となる「金融資産」の２つを含むすべての資
産合計を人口で割っているので、多い方が良好といえます。ただし、公共資産の質については、十分に検討されるべきであり、この指標だけでは正確な行政
サービスの満足度を測ることはできません。

　当該年度の歳入総額に対する資産の比率を算出することにより、これまでに形成されたストックとしての資産が、歳入の何年分に相当するかを表し、地方公
共団体の資産形成の度合いを把握することができます。
　なお、歳入総額とは、前年度からの繰越収入を含み、資金収支計算書の各収入（業務収入、臨時収入、投資活動収入、財務活動収入）及び前年度末資金残高
の合計です。

　有形固定資産のうち、償却資産の取得価額等に対する減価償却累計額の割合を算出することにより、耐用年数に対して資産の取得から
どの程度経過しているのかを全体として把握することができます。また、行政目的別や施設別に当該比率を算出することにより、資産の償却が進んでいる行政
分野や施設について、より詳細な把握が可能です。
　なお、減価償却累計額の算定には耐用年数省令による耐用年数を用いることを原則としているため、資産の長寿命化対策を行った場合に、その結果が直接反
映されるものではないことに留意する必要があります。

　減価償却累計額 50,535百万円 ÷（有形固定資産合計 45,876百万円 － 土地等非償却資産 3,309百万円 ＋ 減価償却累計額 50,535百万円）

54.3％　（前年度比　　1.1％増）

35.5万円　（前年度比　　0.3万円増）

前年度

　①住民１人あたり資産額

　③歳入額対資産比率

　④有形固定資産減価償却率

　資産合計 51,700百万円 ÷ 人口 145,541人（令和4年4月1日時点の圏域住民基本台帳人口）

　資産合計 51,700百万円 ÷ 歳入総額 18,362百万円

　②有形固定資産の行政目的別割合（全体会計ベース）

2.8年　（前年度比　　0.04年減）

　行政分野ごとの社会資本形成の比重を把握することができます。また、経年比較により、
行政分野ごとに社会資本がどのように形成されてきたかを把握するとともに、類似団体との
比較により資産形成の特徴を把握し、今後の資産整備の方向性検討の参考とすることができ
ます。



（２）世代間公平性・・・将来世代と現世代との負担の分担は適切か

算定式

算定式

（３）持続可能性（健全性）・・・財政に持続可能性があるか（どのくらい借金があるか）

算定式

算定式

　行政サービスの原資といえるインフラ資産や事業用資産の「有形固定資産」などを整備した地方債や退職手当引当金などの負債合計を人口で割っているの
で、少ない方が良好といえます。

　②基礎的財政収支

　業務活動収支（支払利息支出を除く）2,067百万円 ＋ 投資活動収支（基金積立金支出及び基金取崩収入を除く）△1,343百万円

　①住民１人あたり負債額

　負債合計 25,971百万円 ÷ 人口 145,541人（令和4年4月1日時点の圏域住民基本台帳人口）

　地方債残高 15,357百万円 ÷ 有形・無形固定資産合計 45,948百万円

49.8％　（前年度比　　0.6％増）

33.4％　（前年度比　　0.9％減）

724.0百万円　（前年度比　　100.0百万円減）

　基礎的財政収支（プライマリーバランス）については、税収・税外収入と公債費を除く歳出との収支を表し、その時点で必要とされる政策的経費を、
その時点の税収等でどれだけ賄えているかを示す指標とされていますが、地方公会計においては、資金収支計算書の業務収入と投資活動収入の合計
（地方債以外の収入）から業務支出と投資活動支出の合計を控除した収支（地方債償還以外の支出）を用いて算出することとしており、支払利息支出
については、地方債償還に係る支出として、業務活動収支から除いています。

　将来世代負担比率は、有形固定資産などの社会資本等に対して、将来の償還等が必要な負債による調達割合（公共資産等形成充当負債の割合）
を算定することにより、社会資本等形成に係る将来世代の負担の程度を把握する指標としています。

17.8万円　（前年度比　　0.1万円減）

　②社会資本等形成の世代間負担比率（将来世代負担比率）

　純資産の変動は、将来世代と過去及び現世代との間で負担の割合が変動したことを意味します。たとえば、純資産の増加は、過去及び現世代の
負担によって将来世代も利用可能な資源を蓄積したことを意味する一方、純資産の減少は、将来世代が利用可能な資源を過去及び現世代が費消し
て便益を享受していると捉えることができます。

　純資産合計 25,729百万円 ÷ 資産合計 51,700百万円

　①純資産比率



（４）効率性・・・行政サービスは効率的に提供されているか

算定式

（５）自律性・・・歳入はどのくらい税金等でまかなわれているか（受益者負担の水準はどうなっているか）

算定式

　純行政コスト 6,591百万円 ÷ 人口 145,541人（令和4年4月1日時点の圏域住民基本台帳人口）

　①行政コストに占める受益者負担の割合

4.5万円　（前年度比　　0.2万円増）

49.7％　（前年度比　　2.1％減）

　経常収益 6,902百万円 ÷ 経常費用 13,888百万円

　受益者負担比率は、行政コスト計算書の経常収益（使用料・手数料等）と経常費用と比較することにより、行政サービス提供に対する直接的な
負担の割合を算出した指標です。

　住民１人当たりの行政コストの額を算出することにより、行政活動の効率性を測定することが可能となります。

　①住民１人当たり行政コスト


